
令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
受
領 

答

弁

第

六

号 
   
 

内
閣
衆
質
二
〇
七
第
六
号 

 
 
 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

内
閣
総
理
大
臣 

岸

田

文

雄 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
細

田

博

之 

殿 

  

衆
議
院
議
員
早
稲
田
ゆ
き
君
提
出
都
市
計
画
法
第
三
十
三
条
（
開
発
許
可
の
基
準
）
の
条
文
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
早
稲
田
ゆ
き
君
提
出
都
市
計
画
法
第
三
十
三
条
（
開
発
許
可
の
基
準
）
の
条
文
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
三
条
は
、
良
好
な
市
街
地
の
形
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
宅

地
の
開
発
に
係
る
一
定
の
水
準
を
確
保
す
る
た
め
の
技
術
的
な
基
準
を
定
め
た
規
定
で
あ
り
、
個
別
の
開
発
行
為
に
つ
い
て

は
、
開
発
許
可
の
権
限
を
有
す
る
都
道
府
県
知
事
等
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
開
発
区
域
内
の
排
水
施
設
が
開

発
区
域
内
の
下
水
を
有
効
か
つ
適
切
に
排
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
等
に
つ
い
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

開
発
許
可
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る

自
治
事
務
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
開
発
許
可
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
も
、
横
浜
市
に
お
い
て
、
都
市
計
画
法
に
基
づ
き
適
切

に
実
施
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 


